
保護者様 

 

学校給食及び牛乳中止依頼書による給食中止の手続きについて（ご案内） 

 

日ごろは、学校給食の運営にご理解・ご協力をいただき、ありがとうございます。 

さて、標題につきまして、学校給食については、事前に食材発注などの準備を行うた

め、風邪などによる急な欠席の場合は、原則として給食を止めることができず、給食費が

発生します。しかし、病気や怪我での入院による、長期（土・日・祝日を含まない原則連

続して１１日以上）の欠席等、やむを得ない事情がある場合は、所定の手続きをいただけ

れば、連絡を受けた日の４日後（土・日・祝日は含まない）から学校給食の提供の中止が

可能となり、中止した分の給食費は発生しません。 

つきましては、長期で給食を中止される場合は担任までご連絡ください。本校 HPや

Sigfyからダウンロードし、下記に必要事項をご記入のうえ、学校へご提出いただきますよ

う、よろしくお願いします。 

 

【留意事項】 

※給食費の精算については、再開後または年度末に調整させていただきます。 

※年度が替わる際には、改めて給食中止依頼書の提出をお願いします。 

 

学校給食中止依頼書 

 

令和   年   月   日 

  年   組   番  児童氏名          

            保護者氏名                      

◆下記の理由に伴い、    月   日～   月   日まで 

給食中止を依頼します。 

 また、   月   日より、給食開始を依頼します。 

・理由 
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